
 

 

 

 

滞納授業料の債権管理の不備                                           担当課：教育委員会事務局施設財務課 

事務事業の概要 検出事項 監査の結果 

 

１ 概要 

平成22年度から平成25年度まで、府立高等学校・支援学校の授業料は全面無償化さ

れていたが（平成26年度から一部有償化）、平成21年度までに発生した授業料の滞納額

（平成21年度末533百万円）については、債権回収等の取組を進めていく必要がある。 

歳入である授業料の徴収については校長の専決事項であり（大阪府立高等学校等処

務規程第３条）、調定事務は施設財務課が実施している。 

  

 

 

 

 

２ 滞納授業料の状況（平成22～25年度） 

年度末高校授業料滞納額の推移 

年度 年度中減少額（円） 年度末滞納額（円） 残債率（注） 

22年度 196,118,983 336,526,843 63.2% 

23年度      77,691,736 258,835,107 48.6% 

24年度      49,941,034 208,894,073 39.2% 

25年度      49,134,422 159,759,651 30.0% 

 （注）平成21年度末滞納授業額に対する年度末滞納額の割合 

３ 債権管理の取組 

(1) 債権管理自己検査チェックリスト 

催告、電話連絡及び訪問といった債権回収の取組を行っている各校は、年２回債

権管理自己検査を実施しており、チェックリスト等を施設財務課へ提出している。 

(2) 査察 

教育委員会事務局は、職員の服務及び事務処理の状況並びに施設・設備の維持・

管理、防災及び学校徴収金等の処理状況等について実地に調査し、事務能率の向上

等を目的として、毎年、概ね全体の１／３の学校を対象に査察を実施している。な

お、平成25年度査察実施分から、不備事項に対する措置報告を各校から提出させて

いる。 

   平成25年度査察実績 81回（計画実施78校、特別実施３校） 

(3) 巡回訪問 

施設財務課は、多額の滞納額があり、回収が進まない学校を対象に、平成22年度

から巡回訪問を実施している。 

平成25年度巡回訪問実績 ９校 

 

 

 

１ 債権管理自己検査チェックリスト等は全庁共通の様

式であり、自ら問題点を把握し改善を行うために「債権

管理等の点検・更新」「債務者の状況確認」等の取組に

チェックを入れるものであるため、各校から提出された

同リスト等を施設財務課が確認しただけでは、具体的な

債権管理の取組内容までを十分把握できず、指導等では

特に活用されていない。 

 

２ 多額の滞納額があり、回収が進まない学校に対し実施

している巡回訪問については、当日、校長等に直接指導

し、その後は、授業料システムにおける滞納授業料のデ

ータの動きにより把握することとしているため、指導を

踏まえた学校の具体的な取組内容については把握して

いない。 

 

 

【改善を求めるもの（意見）】 

 各校による債権管理自己検査チェック

リスト等の提出に止まらず、催告、電話

連絡及び訪問の実施回数や対象者数を

調査するなど、具体的な債権管理の取組

内容を把握したうえで、リスクの高い学

校に対する効果的な指導等が行える手

法を検討されたい。 

また、巡回訪問の際に不備事項や改善

すべき事項があり、学校に対して指導し

た場合は、措置報告を求めるなどにより

事後の取組を十分把握することによっ

て、確かな是正・改善につなげられたい。 

 

 

【大阪府立高等学校等処務規程】 

（校長の専決事項） 

第３条 校長の専決事項は、大阪府教育委員会規則又は他の規程で定める

もののほか、歳入の徴収に関することとする。 

 



 

 

 

 

措 置 の 内 容 

 

平成26年11月末以降の債権管理自己検査報告書提出の際には、滞納授業料等がある学校については、自己検査期間中に行った催告、電話連絡及び家庭訪問の具体的な実施回数等の報告等を

求めるとともに、債権管理簿又は滞納調書等の指導経過を記録した写しも添付させることとした。 

また、これら報告調書の内容を点検し、リスクの高い学校については、平成27年度以後の査察対象校に加えるなど巡回訪問を含めた個別指導を行うこととした。なお、巡回訪問により学校

に対して指導を行った場合は、以後の措置報告を求めるなど適正な債権管理につなげることとした。 

 

 

 

 

(4) 法的措置 

  滞納授業料等の額が概ね年額授業料相当額以上にあるもので、各学校において、

度重なる納入指導を行ったにもかかわらず納付しない者については、各校からの依

頼を受け、施設財務課が法的措置を実施している。 

   （簡易裁判所への支払督促申立て 平成20～25 年度合計 281件 66,425千円）  

(5) 「確認書」の徴取 

   平成26年度から一部生徒について授業料の徴収が始まることを受け、平成26年度新

入生から、授業料、学校徴収金など債務について、保護者等の連帯責任を明らかにする

ため、「保護者/連帯保証人」に対して、生徒の債務について連帯して保証する旨の「確

認書」の提出を求めている。 

 

 



 

 

 

 

契約手続及び履行確認の不備 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

教職員室 

教職員人事課 

 

「教員採用選考テスト（第２回）問題作成業務（2,940,042円）」

に係る随意契約において、契約保証金（150,000円）が納付され

ていないにもかかわらず、契約が締結されていた。 

 

＜契約保証金納付までの動き＞ 

見積徴収・採用 平成25年10月７日 

契約保証金納付調定 （起案） 平成25年10月15日 

契約及び経費支出伺い（起案） 平成25年10月16日 

契約及び経費支出伺い（決裁） 平成25年11月５日 

契約書押印    （契約日） 平成25年11月５日 

契約保証金納付 平成25年12月３日 

 

 

【是正を求めるもの】 

大阪府財務規則第67条の規定に違反してお

り、起案者のみならず、決裁関与者を含め契約

事務のルール等について周知徹底を図り、適正

な事務処理を行われたい。 

 

 

再発防止及び会計事務の適正化に向けて、

次の取組を行った。 

 

１ 所属職員に今回の監査結果を周知し、契

約締結時の必要手続について、適正な事務

処理の徹底を図った。 

 

２ 会計事務マニュアル等を参考に、検出事

項の再発を防止する内容を取り入れた、実

践的なマニュアルを整備するとともに、こ

れを活用した所属内研修を実施し、適正な

事務執行に努める。     



 

 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

 教育振興室  

支援教育課 

 

すべての経費支出において、検査員

の指定が行われておらず、検査員でな

い者が検査を行っていた 

【是正を求めるもの】 

大阪府財務規則第69条の規定に違反している。起案者のみならず、決裁関与者を含め契約

の履行確認や検査のルール等について周知徹底を図り、適正な事務処理を行われたい。 

【地方自治法】 

（契約の履行の確保） 

第234条の２ 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政

令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しく

は製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査を

しなければならない。 

 

【大阪府財務規則】 

（検査） 

第69条 （略） 

２ 前項の場合において、契約局長は、同項に規定する職員を、当該職員に係る部局長等

又は予算執行機関の長から示された者のうちから、指定するものとする。 

 

【大阪府財務規則の運用第69条関係】 

２ 規則第69条第２項による指定及び同条第４項に規定する職員の指定は、決裁により行

わなければならない。 

 

 

 

監査結果を受け速やかに、検査員

の指定を行うとともに、今後、適正

な事務処理を行うため、課内におい

て、会計事務の適正執行に関する研

修（平成26年９月３日実施）を行い、

周知徹底を図った。 

教育委員会事務局 

 文化財保護課 

 

「年間経費支出による用品の購入」

等、一部の支出において、検査員の指

定が行われておらず、検査員でない者

が検査を行っていた。 

 

監査結果を受け速やかに、検査員

の指定を行い、今後、適正な事務処

理を行うため、課内会議にて課長よ

り各グループ長あて注意喚起を行

うとともに、グループ員へ注意喚起

するようメールで周知徹底を図っ

た。 



 

 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

 施設財務課 
  

履行確認の検査において、検査調書が作成されてい

なかった。 

 

○大阪府立高等学校等入学料及び入学検定料ＯＣＲ処

理業務委託事業 

支出額：1,640,476円 

 

 

【是正を求めるもの】 

大阪府財務規則第69条の規定に違反している。 

起案者のみならず、決裁関与者を含め契約事務の

ルール等について周知徹底を図り、適正な事務処理

を行われたい。 

 

【地方自治法】 

（契約の履行の確保）  

第234条の２ 普通地方公共団体が工事若しくは

製造その他についての請負契約又は物件の買

入れその他の契約を締結した場合においては、

当該普通地方公共団体の職員は、政令の定める

ところにより、契約の適正な履行を確保するた

め又はその受ける給付の完了の確認（給付の完

了前に代価の一部を支払う必要がある場合に

おいて行なう工事若しくは製造の既済部分又

は物件の既納部分の確認を含む。）をするため

必要な監督又は検査をしなければならない。 

 

【大阪府財務規則】 

（検査） 

第69条  契約局長は、次に掲げる検査を、その所

属職員以外の職員に行わせることができる。 

４ 契約局長若しくは契約担当者又はこれらの者

が指定する職員は、法第234条の２第１項の規定

に基づき検査をしたときは、直ちに検査調書（様

式第36号）を作成しなければならない。ただし、

当該検査に係る契約の契約代金が150万円以下

であるとき又は当該契約が知事が別に定めるも

のに該当するときは、納品書、工事の完了届書、

請求書等にその旨を記載の上記名押印し、又は

知事が別に定める方法により当該契約担当者若

しくはその指定する職員が検査したことを示す

ことによってこれに代えることができる。 
 

 

今回の結果を踏まえ、今後、同様の事項を起こ

さないように検査調書の不備について、課内で情

報共有のため周知及び注意喚起を行った。 

 なお、不備のあった検査調書については速やか

に作成した。 



 

 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

文化財保護課 

 

 

 

契約の当事者が、対価の支払の時期を書面により明らかにしないときは、対価の 

支払は、相手方が支払請求をした日から15日以内に行う必要があるが、支払遅延が 

あった。 

契約内容 契約金額 請求年月日 支払年月日 

出土品保存処理業務 304,500円 平成25年10月10日 平成25年10月29日 

出土遺物写真 

契約内容 契約金額 請求年月日 支払年月日 

出土品保存処理業務 304,500円 平成25年10月10日 平成25年10月29日 

出土遺物写真撮影業務 673,050円 平成25年12月２日 平成25年12月18日 

一般廃棄物処理 119,700円 平成25年12月18日 平成26年１月７日 

建築物定期点検委託 241,500円 平成26年３月24日 平成26年４月９日 

撮影業務 

673,050円 平成25年12月２日 平成25年12月18日 

一般廃棄物処理 119,700円 平成25年12月18日 平成26年１月７日 

建築物定期点検委託 241,500円 平成26年３月24日 平成26年４月９日 

 

【是正を求めるもの】 

契約や政府契約の支払遅延防止等に関する法律第

10条の規定に違反している。起案者のみならず、決裁

関与者を含めて財務会計事務のルール等について周

知徹底を図り、適正な事務処理を行われたい。 

 

【政府契約の支払遅延防止等に関する法律】 

（定をしなかった場合）  

第10条 政府契約の当事者が第４条ただし書 

の規定により、同条第１号から第３号までに 

掲げる事項を書面により明らかにしないとき 

は、同条第１号の時期は、相手方が給付を 

終了し国がその旨の通知を受けた日から10日 

以内の日、同条第２号の時期【対価の支払の 

時期】は、相手方が支払請求をした日から 

15日以内の日と定めたものとみなし、同条 

第３号中国が支払時期までに対価を支払わ 

ない場合の遅延利息の額は、第８条の計算の 

例に準じ同条第１項の財務大臣の決定する率 

をもって計算した金額と定めたものとみなす。 

 

 

課内会議において、課長

より各グループ長あて注意

喚起するとともに、グルー

プ員への注意喚起をおこな

うようメールにて周知徹底

を図った。 

今後、審査業務について、

支払事務担当者のみなら

ず、決裁関与者においても

支払日遅れがないか再確認

を徹底し、適正な会計処理

に努める。 

 



 

 

 

 

不適正な行政財産使用料の納入 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

 教育振興室 

  支援教育課 

 

行政財産使用許可使用料については、使用開始日前に

納入しなければならないが、泉南支援学校敷地における

平成26年度の行政財産使用許可に係る使用料が、使用開

始日前に納入されていなかった。 

 

使用許可期間 平成26年４月1日から平成27年３月31日 

納期限 平成26年３月28日  

収納日 平成26年４月４日 

 

【是正を求めるもの】 

行政財産使用料条例第４条の規定に違反してい

る。 

今後は、行政財産使用許可使用料の歳入事務に

ついて、関係法令、通知等について周知徹底を図

り、適正な事務処理を行われたい。 

 

使用開始日前に確実に納入されるよう調定を行

うとともに、納入後直ちに納付書の写しの送付を

相手側に依頼して納入状況の確認を行うよう、課

内研修（平成26年９月３日実施）を行い、周知徹

底を図った。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

不適切な出退勤管理 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

教職員室 

福利課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出退勤記録に遅参あり等となっているものが放置されていた。 

 

《教育委員会事務局教職員室福利課》 

 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 平成25年12月3日 退勤なし スリット忘れ 

 

 

 

 

 

【是正を求めるもの】 

速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職員の勤

務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いや職員の出張

等に関する事務の取扱いを遵守することを徹底された

い。今後、再発防止のためにチェック体制の強化を図ら

れたい。 

 

 

【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、服務（ＨＴＭＬ）第

６章他】 

出勤の記録は、職員本人がオンラインタイムレコーダ

ー（ＯＴＲ）により行う。 

 出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リスト」

に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督責任者等

の総務事務システムトップページにお知らせ表示され

る（20日間）。 

 直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」を

確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされている。 

 

 

《教育委員会事務局教職員室福利課》 

当該日の出勤状況について、本人及び監

督責任者に確認の上、出勤簿を修正した。 

所属職員に対し、出退勤システムに係る

正しい取扱いについて周知するとともに、

現在は、主担当者（総括主査）と副担当者

（副主査）により、最低月１回以上、総務

事務システムの「エラーデータ一覧」並び

に「遅参・早退・未入力リスト」を確認す

るようチェック体制の強化を図った。 

 

 

教育委員会事務局 

 文化財保護課 

 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 
平成26年3月25日 早退あり 時間年休届出漏れ 

平成26年3月26日 退勤なし スリット忘れ 

Ｂ 平成26年3月25日 
出勤なし・ 

早退あり 

出張からの帰庁時ス

リット誤り 

（出退勤） 

Ｃ 平成26年3月20日 
出勤なし・ 

退勤なし 

出張（宅発着）入力

漏れ 

Ｄ 平成26年3月11日 遅参あり 
出張（宅着）入力誤

り 

Ｅ 
平成26年3月18日 退勤なし スリット忘れ 

平成26年3月31日 遅参あり スリット遅れ 

Ｆ 平成26年3月31日 
出勤なし・ 

退勤なし 

再任用指定休の変更

誤り 

 

 

指摘を受けた出退勤記録について、該当

職員及びグループ長等に確認し、修正し

た。 

課内会議にて課長より各グループ長あ

て注意喚起するとともに、グループ員へ注

意喚起するようメールで周知徹底を図り、

今後、職員自らが日々確認を行うととも

に、グループ長も随時確認して適正に対応

するようチェック体制の強化を図った。 



 

 

 

 

通勤手当の誤り 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

教育総務企画課 

 

 

平成25年度における病気休暇（平成25年11月14日か

ら平成26年２月10日まで）及び休職（平成26年２月12

日から平成26年3月31日まで）に伴い、平成25年12月

から平成26年３月分までの通勤手当の戻入処理が必

要であったが、これを行わず、通勤手当が過払いとな

っていた。 

 

期 間 
既支給

額 

再計算に

よる 

正支給額 

過払支

給額 

平成25年10月～

平成26年３月 

49,200

円 
18,520円 

30,680

円 
 

【是正を求めるもの】 

職員の通勤手当に関する規則第20条の規定に違反してい

る。 

速やかに過払いになっている通勤手当の戻入措置を講じ

るとともに、通勤手当の戻入処理のルールについて、理解を

深め、通勤手当の認定等処理を行う際は、必ずマニュアルや

関係規則等を確認し、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

是正を求められた職員の通勤手当につ

いては、戻入の措置を講じ、平成26年７月

30日に本人が返納したことを納付書によ

り確認した。 

今後は、手続報告一覧チェックリストを

作成することにより、役割分担や事務の流

れを明確にし、適正な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員の通勤手当に関する規則】 

第20条 条例第14条第１項の職員が、出張、休暇、欠

勤その他の理由により、月の１日から末日までの期

間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき

は、その月に係る通勤手当は支給しない。 



 

 

 

 

管内旅費の支給事務の不備 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

 人権教育企画課 

  

 

 

 

管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認されたもの、出張経路を修正するため再

度入力し、登録済みの誤った出張経路の旅行命令の取り消しを忘れ、二重登録のまま承認されたもの、出張経路を誤

って入力したまま承認されたものがあるにもかかわらず、旅費支出の決裁を行ったため、旅費が誤払いとなっていた。 

 

１ 旅行命令を重複して登録し承認されたため旅費が過払いとなっていたもの。 

《教育委員会事務局人権教育企画課》 

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い 

旅費額 
支給誤りの原因 

当初入力日 重複入力日 

Ａ 平成25年５月８日 平成25年５月２日 平成25年５月７日 540円 修正申請時の削除漏れによる重複 

Ｂ 平成25年７月７日 平成25年７月５日 平成25年７月５日 540円 重複入力 

Ｃ 

平成25年９月24日 平成25年９月20日 平成25年９月20日 200円 重複入力 

平成25年11月８日 平成25年11月７日 平成25年11月８日 880円 修正申請時の削除漏れによる重複 

平成26年１月28日 平成26年１月23日 平成26年１月28日 460円 重複入力 

平成26年２月21日 平成26年２月17日 平成26年２月21日 430円 重複入力 

Ｄ 平成25年11月25日 平成25年11月25日 平成25年11月25日 400円 重複入力 

 

２ 経路の入力誤りにより旅費が誤支給となっていたもの。 

《教育委員会事務局人権教育企画課》      

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い   

旅費額 
支給誤り原因 

正規経路 誤経路 

Ｊ 
平成25年 

4月26日 
別館⇒鶴橋⇒宅着 別館⇒宅着 ▲170円 出張先最寄駅の入力漏れ 

Ｋ 
平成25年 

10月25日 

別館⇒咲洲庁舎 

⇒宅着 
別館⇒咲洲庁舎 ▲310円 出張先からの復路入力漏れ 

Ｌ 

平成25年 

11月20日 

宅発⇒出張先⇒ 

別館（天満橋） 

宅発⇒出張先⇒別館 

（谷町四丁目） 
30円 

復路降車駅の誤り 

「天満橋」◯「谷町四丁目」× 

平成25年 

11月28日 

別館（天満橋）⇒ 

出張先⇒宅着 

別館（谷町四丁目）⇒ 

出張先⇒宅着 
30円 

往路乗車駅の誤り 

「天満橋」○「谷町四丁目」× 

 

 

【是正を求めるもの】 

速やかに誤支給の旅費

額の措置を講じられたい。 

管内出張に係る旅行命

令の登録、承認時には、重

複入力がないか、経路が誤

っていないか確認するよ

う周知されたい。 

また、管内旅費の支出命

令の決裁に当たっては、申

請に誤りがないかという

視点でも旅費明細内訳書

を確認し、誤った申請があ

った場合は、申請者に対し

て確認するなど、適正な事

務処理を行われたい。 

 

 

誤支給となった旅費

については、速やかに

追給戻入措置を行い、

戻入対象者の納入に関

しては平成26年８月８

日までに全て納入され

たことを納付書により

確認した。 

課員に対しては、８

月11日課内会議にて、

監査指摘の周知説明及

びシステム入力時に経

路誤りや重複登録を行

わないように指導を行

った。 

今後は、支出命令処

理時において、旅費担

当者、経費支出の関与

者、承認者は旅費明細

内訳書の確認を徹底

し、同一日における複

数申請がある場合は申

請者に確認を行う等、

適正な事務処理に努め

る。 



 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局

市町村教育室 
 

管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認されたもの、出張経路を修正するため再

度入力し、登録済みの誤った出張経路の旅行命令の取り消しを忘れ、二重登録のまま承認されたもの、出張経路を誤

って入力したまま承認されたものがあるにもかかわらず、旅費支出の決裁を行ったため、旅費が誤払いとなっていた。 

 

１ 旅行命令を重複して登録し承認されたため旅費が過払いとなっていたもの。 

 

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い 

旅費額 
支給誤りの原因 

当初入力日 重複入力日 

Ｅ 平成25年６月25日 平成25年６月21日 平成25年６月21日 1,060円 修正申請時の削除漏れによる重複 

 

 

 

 

【是正を求めるもの】 

速やかに誤支給の旅費

額の措置を講じられたい。 

管内出張に係る旅行命

令の登録、承認時には、重

複入力がないか、経路が誤

っていないか確認するよ

う周知されたい。 

また、管内旅費の支出命

令の決裁に当たっては、申

請に誤りがないかという

視点でも旅費明細内訳書

を確認し、誤った申請があ

った場合は、申請者に対し

て確認するなど、適正な事

務処理を行われたい。 

 

誤支給の旅費につい

ては、戻入措置を行い、

平成26年９月12日付の

納付を確認した。 

今回の結果を踏ま

え、管内旅費の出張命

令の登録の承認及び決

裁時において、重複入

力や経路の誤りについ

て担当者のみならず旅

行命令権者（承認者）

においても確認するこ

ととし、適正な事務処

理に努める。  

また、室内の職員に

対し、「旅費の入力等に

ついて」の文書を平成

26年８月４日にグルー

プごとに周知し、適正

な処理について周知を

図った。 



 

 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局

教職員室 

 

 

管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認されたもの、出張経路を修正するため再 

度入力し、登録済みの誤った出張経路の旅行命令の取り消しを忘れ、二重登録のまま承認されたもの、出張経路を誤

って入力したまま承認されたものがあるにもかかわらず、旅費支出の決裁を行ったため、旅費が誤払いとなっていた。 

 

１ 旅行命令を重複して登録し承認されたため旅費が過払いとなっていたもの。 

 

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い 

旅費額 
支給誤りの原因 

当初入力日 重複入力日 

Ｆ 平成25年７月15日 平成25年７月11日 平成25年７月11日 420円 重複入力 

Ｇ 平成25年７月21日 平成25年７月９日 平成25年７月17日 320円 重複入力 

 

２ 経路の入力誤りにより旅費が誤支給となっていたもの。 

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い   

旅費額 
支給誤りの原因 

正規経路 誤経路 

Ｍ 平成26年2月26日 
別館（谷町四丁目）

⇒出張先 

別館（天満橋）⇒

出張先 
200円 

往路乗車駅の誤り 

「谷町四丁目」○「天満橋」× 

 

【是正を求めるもの】 

速やかに誤支給の旅費

額の措置を講じられたい。 

管内出張に係る旅行命

令の登録、承認時には、重

複入力がないか、経路が誤

っていないか確認するよ

う周知されたい。 

また、管内旅費の支出命

令の決裁に当たっては、申

請に誤りがないかという

視点でも旅費明細内訳書

を確認し、誤った申請があ

った場合は、申請者に対し

て確認するなど、適正な事

務処理を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

過払いとなった旅費

については戻入措置を

行い、平成26年８月４

日までにすべて納付さ

れたことを納付書によ

り確認した。 

また、管内出張に係

る旅行命令の登録、承

認時には、重複入力が

ないか、経路が誤って

いないか確認するよう

毎月メールで所属職員

全員に周知するととも

に、管内旅費の支出命

令の決裁に当たって

は、承認者が申請に誤

りがないかという視点

でも旅費明細内訳書を

確認し、誤った申請が

あった場合は、申請者

に対して確認すること

を徹底することで適正

な事務処理に努める。 

 



 

 

 

 

 

 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局

施設財務課 
 

管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認されたもの、出張経路を修正するため再

度入力し、登録済みの誤った出張経路の旅行命令の取り消しを忘れ、二重登録のまま承認されたもの、出張経路を誤

って入力したまま承認されたものがあるにもかかわらず、旅費支出の決裁を行ったため、旅費が誤払いとなっていた。 

 

１ 旅行命令を重複して登録し承認されたため旅費が過払いとなっていたもの。 

 

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い 

旅費額 
支給誤りの原因 

当初入力日 重複入力日 

Ｈ 平成25年6月28日 平成25年6月25日 平成25年6月28日 1,510円 修正申請時の削除漏れによる重複 

 

【是正を求めるもの】 

速やかに誤支給の旅費

額の措置を講じられたい。 

管内出張に係る旅行命

令の登録、承認時には、重

複入力がないか、経路が誤

っていないか確認するよ

う周知されたい。 

また、管内旅費の支出命

令の決裁に当たっては、申

請に誤りがないかという

視点でも旅費明細内訳書

を確認し、誤った申請があ

った場合は、申請者に対し

て確認するなど、適正な事

務処理を行われたい。 

 

 

本件については、速

やかに過払旅費の戻入

措置を行い、平成26年

６月26日に納付された

ことを納付書により確

認した。 

また、本件以外に過

払いがないか再度確認

を行った結果、本件以

外はなかった。 

今後、承認者は決済

時に二重登録がないか

等、旅費明細内訳書の

内容確認を徹底するこ

とにより適正な事務執

行に努めることとし、

所属職員全員に対して

も、旅費支給事務の適

正処理についてメール

で毎月周知し、入力時

の確認など再度行うよ

う徹底した。 



 

 

 

 

管外旅費の支給事務の不備 

対象部局室課名 検出事項 監査の結果 措置の内容 

教育委員会事務局 

教育総務企画課 

 

 

人権教育企画課 

 

 

市町村教育室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管外旅費について、旅費の確定後、30日以内に精算が行われていないものが６件あった。 

 

所属名 出張の目的 旅行日 旅費支給額 精算日 

教育総務企画

課 

文部科学省会議出

席 
平成25年10月11日 28,080円 

平成25年11月19

日 

全国都道府県教育

長協議会 

総合部会第２回研

究会議出席 

平成26年１月20日～ 

同月21日 
36,080円 

平成26年２月28

日 

人権教育企画

課 

会議出席（文部科

学省） 
平成25年10月７日 28,140円 

平成26年３月19

日 

市町村教育室 

小中学校課 

学事Ｇ用務（文部

科学省） 
平成25年９月20日 28,440円 

平成25年10月30

日 

教務Ｇ用務（文部

科学省） 
平成25年９月27日 28,400円 

平成25年10月30

日 

進路支援Ｇ用務 

（文部科学省） 
平成25年10月７日 29,260円 

平成25年11月11

日 

 

すべて概算払の額と精算額が一致しており、過払や支給不足は発生していなかった。 

 

【是正を求めるもの】 

大阪府財務規則第47条の規定に

違反している。 

概算払を受けた旅費の精算の必

要性や手続については、全職員が理

解を深められたい。また、概算払を

行った旅費については、リストを作

成して精算事務の処理状況を定期

的に確認すること、精算手続を行っ

ていない出張者については旅費担

当職員だけではなく、旅行命令権者

（承認者）からも注意喚起を行うこ

となど、旅費の精算に係る適正な事

務処理を行われたい。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

《教育委員会事務局教育

総務企画課》 

平成26年７月31日に、所属

職員に対して精算処理に

ついての周知・注意喚起を

行い、今後は適正な事務処

理を行うよう徹底した。 

 また、概算払の旅費を受

けた職員のリストを作成

し、精算等の状況 

をチェックすることによ

り、処理状況を確認できる

ようにした。 

今後、作成したリストを

旅費担当者のみならず旅

行命令権者（承認者）にお

いても適時確認し、未精算

者に対する注意喚起を行

うことにより適正な事務

処理に努める。 

 

 

《教育委員会事務局人権

教育企画課》 

管外出張に係る旅費の

手続きに関して、出張者に

対し、「管外旅費入力にか

かるお願い」をその都度渡

し、旅行完了後速やかに精

算を行うよう、注意喚起を

行い、遅滞ない精算行為の

徹底を図った。 

 併せて、概算払を行った

旅費については、旅費事務

担当者において作業チェ

【大阪府財務規則】 

（概算払の精算） 

第47条 支出命令者は、概算

払をしたときは、その債務

の額が確定した後30日以内

に、概算払を受けた者に精

算させなければならない。 

 



 

 

 

 

 

ックリストを作成し、精算

事務処理が漏れることの

ないように改善を図った。 


